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九
州
大
学
教
授

木
佐
茂
男

先
生

木
佐
茂
男
教
授
は
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
に
島
根
県
で
生
ま
れ
、
一
九
七
三
年
島
根
大
学
文
理
学
部
法
学
科
卒
業
、
一
九
七
五
年
京
都
大

学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
、
一
九
七
八
年
同
研
究
科
博
士
課
程
を
単
位
取
得
退
学
後
、
同
年
、
近
畿
大
学
に
専
任
講
師
と
し
て

採
用
さ
れ
た
後
、
一
九
八
二
年
に
北
海
道
大
学
助
教
授
に
採
用
、
一
九
八
八
年
に
同
大
学
教
授
に
昇
任
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
、
九
州
大

学
教
授
と
し
て
着
任
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
一
九
八
五
年
か
ら
二
年
間
、
ド
イ
ツ
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
留
学
さ
れ
、
一
九
九
一
年
に
は
、
北

海
道
大
学
か
ら
博
士
（
法
学
）
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
北
海
道
大
学
名
誉
教
授
、
同
年
中
国
人
民
大
学
客
員
教
授
、
二

〇
〇
九
年
九
州
大
学
主
幹
教
授
と
な
ら
れ
て
い
る
。

木
佐
先
生
は
、
行
政
法
学
全
般
を
研
究
対
象
と
さ
れ
、
な
か
で
も
、
地
方
自
治
法
、
行
政
争
訟
制
度
、
司
法
改
革
、
公
務
員
の
法
教
育
の

領
域
に
お
い
て
顕
著
な
業
績
を
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
色
は
、
い
ず
れ
の
研
究
で
も
、
現
実
・
現
場
か
ら
学
界
の
通
念
や
通
説
の
意
味
内

容
を
、
根
本
的
に
洗
い
直
す
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
現
実
・
現
場
を
起
点
と
し
た
研
究
が
、
制
度
や
政
策
の
改
革
に
反
映
・
結

実
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
研
究
の
実
践
性
の
高
さ
も
、
先
生
の
業
績
の
顕
著
な
特
色
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
地
方
自
治
法
の
分
野
で
は
、
経
済
史
学
・
歴
史
学
の
成
果
を
も
幅
広
く
渉
猟
し
た
「
プ
ロ
イ
セ
ン＝

ド
イ
ツ
地
方
自
治
法
理

論
研
究
序
説
」
か
ら
出
発
さ
れ
た
研
究
は
、
ド
イ
ツ
の
地
方
自
治
現
場
を
徹
底
的
に
歩
い
て
ま
と
め
た
『
豊
か
さ
を
生
む
地
方
自
治
』
へ
と

昇
華
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
全
国
初
の
自
治
基
本
条
例
で
あ
る
北
海
道
「
ニ
セ
コ
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
」
に
反
映
さ
れ
る
な
ど
、
先
生

の
研
究
と
実
践
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
地
方
自
治
現
場
の
法
実
務
改
革
を
下
支
え
し
て
き
た
。

ま
た
、
行
政
争
訟
制
度
に
関
し
、
旧
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
司
法
改
革
の
実
際
を
つ
ま
び
ら
か
に
ま
と
め
た
、
留
学
の
成
果
で
あ
る
「
開
か

れ
た
裁
判
所
と
行
動
す
る
裁
判
官
」
は
、『
判
例
時
報
』
連
載
当
時
か
ら
裁
判
官
・
弁
護
士
ら
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
同
論
文
を
写
真

付
き
で
単
行
本
化
し
た
『
人
間
の
尊
厳
と
司
法
権
』
の
刊
行
に
伴
い
、
ラ
ウ
ン
ド
・
テ
ー
ブ
ル
の
導
入
な
ど
、
全
国
各
地
で
司
法
改
革
へ
の

う
ね
り
が
加
速
し
た
。
ま
た
、
同
書
は
台
湾
の
現
職
裁
判
官
ら
に
広
く
読
ま
れ
、
台
湾
の
司
法
改
革
に
結
実
し
た
。
そ
の
功
績
に
よ
り
、
先

生
は
、
二
〇
〇
五
年
に
ア
メ
リ
カ
の
ス
カ
リ
ア
判
事
に
次
い
で
、
台
湾
司
法
院
（
憲
法
裁
判
所
）
の
二
人
目
の
国
賓
と
し
て
招
待
さ
れ
て
い

る
。
同
書
を
原
作
と
し
、
先
生
が
製
作
に
直
接
関
わ
っ
た
記
録
映
画
『
日
独
裁
判
官
物
語
』
は
、
四
つ
の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

先
生
の
研
究
成
果
と
そ
の
諸
改
革
へ
の
反
映
は
、
ほ
か
に
も
膨
大
な
数
に
の
ぼ
る
。
ま
た
、
先
生
の
指
導
の
下
で
、
多
数
の
研
究
者
、
法

律
家
、
行
政
実
務
家
が
輩
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
生
の
実
践
性
志
向
は
、
本
学
の
附
属
弁
護
士
事
務
所
で
あ
り
、
本
学
法
科
大
学
院
教

育
に
と
っ
て
重
要
な
九
州
リ
ー
ガ
ル
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
法
律
事
務
所
に
お
け
る
先
生
の
弁
護
士
活
動
に
も
現
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
先
生
が
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
心
か
ら
感
謝
の
意
を
込
め
る
と
も
に
、
今
後
の
先
生
の
ご
活

躍
と
ご
健
勝
を
祈
念
し
て
、
本
号
を
献
呈
す
る
。




